
　　①所得基準の目安（生活保護基準額の1.5倍）［参考］

　　②所得基準の目安（生活保護基準額の3.0倍）［参考］

かつ

私立＜自宅＞

年額　120,000円
　(月額　10,000円×

12ヶ月)

私立＜自宅外＞

年額　144,000円
　(月額　12,000円×

12ヶ月)

国公立＜自宅＞

年額　96,000円
　(月額　8,000円×

12ヶ月)

国公立＜自宅外＞

年額　120,000円
　(月額　10,000円

×12ヶ月)

家族構成（年齢）
令和４年中

保護者等の合計所得金額

（参考：会社員等の場合）
令和４年中

保護者等の合計年間収入金額

高等学校
中等教育学校（後期課程）
高等専門学校（1年～3年）
専修学校（高等課程）

大学
高等専門学校（4年～5年）
専修学校（専門課程）

年額　66,000円
(月額　5,500円×12ヶ月)

国公立 私立

年額　72,000円
(月額　6,000円×12ヶ月)

2人（50歳、20歳） 約187万円以下 約294万円以下

3人（52歳、50歳、20歳） 約251万円以下 約382万円以下

4人（52歳、50歳、20歳、17
歳）

約316万円以下 約463万円以下

5人（52歳、50歳、20歳、17
歳、14歳）

約396万円以下 約563万円以下

令和４年中
保護者等の合計所得金額が
令和元年中、令和２年中、
又は令和３年中と比べて

２割以上減少

2人（50歳、20歳） 約374万円以下 約535万円以下 約94万円以上減少

家族構成（年齢）
令和４年中

保護者等の合計所得金額

（参考：会社員等の場合）
令和４年中

保護者等の合計年間
収入金額

5人（52歳、50歳、20
歳、17歳、14歳）

約791万円以下 約996万円以下 約198万円以上減少

3人（52歳、50歳、
20歳）

約502万円以下 約691万円以下 約126万円以上減少

4人（52歳、50歳、
20歳、17歳）

約632万円以下 約835万円以下 約158万円以上減少

新型コロナウイルスの影響により収入が激減した 又は

コロナ禍において経済的に厳しく学業の継続が困難 なご家庭に

令和５年度臨時特例奨学金(返済不要)を支給します

伊勢市教育委員会

令和５年度 伊勢市臨時特例奨学金応募要項

■奨学生の資格
次の要件を全て満たす人

（１）高等学校・中等教育学校（後期課程）・高等専門学校・大学・専修学校（高等課程・専門課程）に

在学していること

（２）保護者等が伊勢市内に在住し、住民登録があること

（３）次の①②のいずれかに該当し、経済的な理由により学びの継続が困難なご家庭

（世帯員は本人及び保護者等（父母等）と学生生徒及び中学生以下を基準とする。）

①保護者等（父母等）の令和４年中の合計所得金額が生活保護基準額の１.５倍以内

②保護者等（父母等）の令和４年中の合計所得金額が生活保護基準額の１.５倍を超え３.０倍以内

かつ 新型コロナウイルス感染症の影響により令和４年中の合計所得金額が、令和元年中、

令和２年中又は令和３年中の合計所得金額と比べ、２割以上減少し家計が急変

■支給年額 ※返済の必要はありません。

※選考が終了次第、申請のあった保護者の口座に年３回または年２回に分けて振り込みます。ただし、選考の

時期によっては、年1回の振り込みになる場合もあります。なお、選考決定後に、奨学生の資格に該当しなく

なった等、事情により支給を廃止、停止または支給額を変更する場合があります。

■申請受付期間
令和５年６月１日（木）～ 令和６年２月２９日（木） （※必着）

■申請先（郵送先）

・所得基準は、世帯を構成している人数や年齢などによって異なりますので、おおよその目安にしてください。

・平成25年8月の生活扶助基準見直し前の生活保護基準額です。

・所得金額とは、年間収入金額（総支給額）から給与所得控除などの必要経費を差し引いた額です。

・給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、所得金額から10万円を控除した額を所得金額とします。

＜高校生・大学生・専門学校生等が対象＞



令和５年６月１日（木）～ 令和６年２月２９日（木） （※必着）

■申請先（郵送先）
〒519-0592 伊勢市小俣町元町540番地

伊勢市教育委員会事務局学校教育課 奨学金担当 に 郵送 してください。

■提出書類
申請受付期間内に、提出書類（１）～（６）の書類を全て揃えて、申請してください。

申請書等は、学校教育課、市役所東庁舎2階子育て応援課、御薗総合支所・二見総合支所、９支所に

あります。市HPからもダウンロードできます。

臨時特例奨学金

市HP 二次元コード

（１）令和５年度伊勢市臨時特例奨学金支給申請書（別紙 第１号-1様式）

（２）在学証明書等（令和５年度在学していることがわかる学生証の写しも可）

（３）作文（８００字から１２００字程度）原稿用紙３枚

テーマ「学校で学びたいことと今後それをどのようにいかしていきたいか」※本人の自筆で書いてください。

（４）本人と保護者等の属する世帯全員の住民票(続柄記載)の写し

※令和５年６月１日以降発行のもの。（戸籍住民課で有料200円）

（５）保護者等（父母等）全員の所得証明書 （祖父母、兄弟、本人等は不要です。）

●令和５年度（令和４年１月～令和４年12月の収入分）

※令和５年６月１日以降発行のもの。（課税課で有料200円）

（新型コロナウイルス感染症の影響で収入が激減した場合は別途書類の提出を依頼する場合が

あります。）

（６）自宅外通学証明書 ※大学・高等専門学校（4～5年）・専修学校（専門課程）の【該当者のみ】

自宅外通学の場合は、自宅外通学証明書とそれを証明する書類を添付すること。

＜自宅外通学とは＞保護者等のいずれとも別居しており、保護者等または学生本人が、

学生本人の居住にかかる家賃の支払いをしており、かつ自宅外通学の

要件に該当している場合を指します。（伊勢市内での居住は除く）

※同一世帯から2人以上の申請をしていただく場合、住民票・所得証明書は申請者１人分で結構です。

■選考要領
伊勢市教育委員会の委嘱または、任命する選考委員会において奨学生を選考します。

■その他
・令和５年度所得（令和４年中所得）が選考の対象となりますが、令和５年１月以降に新型コロナウイルス

感染症の影響で家計が急変した場合は学校教育課へお問い合わせください。

・本奨学金制度は、他の奨学金制度と兼ねることができますが、（令和５年度伊勢市奨学金は除きます。）

本奨学金を受給することにより、他の奨学金等を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】

伊勢市教育委員会事務局 学校教育課

（伊勢市小俣町元町540番地 （小俣総合支所２階））

TEL.0596-22-7879 平日8：30～17：15（土・日曜日・祝日は除きます。）


